
 
埼玉県私立高等学校等就学支援金交付要綱 

 
 制  定 平成２２年４月１６日決裁 

最終改正 令和 ８年４月 １日決裁 
 
 
 （目的） 
第１条 この要綱は、埼玉県（以下「県」という。）が、高等学校等就学支援金の支給に関

する法律（平成２２年法律第１８号。以下「法」という。）に基づく高等学校等就学支援

金（以下「就学支援金」という。）を県又は県内の市町村が認可した私立の高等学校、特

別支援学校の高等部及び専修学校・各種学校のうち高等学校に類する課程を置くものと

して高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成２２年文部科学省令第１

３号。以下「省令」という。）で定めるもの（以下「私立高等学校等」という。）を設置す

る学校設置者（以下「学校設置者」という。）を通じて、私立高等学校等に在学する生徒

に支給する事務の執行に際し、必要な事項を定める。 
２ 前項の就学支援金の支給に関しては、法、高等学校等就学支援金の支給に関する法律

施行令（平成２２年政令第１１２号。以下「政令」という。）、省令、補助金等の交付手

続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）及び高等学校等就学支援金・新制

度事務処理要領に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
 
  （定義） 
第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。 
（１）保護者  私立高等学校等に在学している生徒の親権者（法第３条第２項第３号に規

定する保護者等をいう。）をいう。 
（２）生徒 私立高等学校等に在学している生徒をいう。 
（３）受給権者 就学支援金の受給資格が認定された生徒をいう。 
 
 （交付額） 
第３条 就学支援金の額は、法第５条、政令第２条並びに省令第５条から第７条までの規

定により算定する。 
 
 （受給資格の認定申請） 
第４条 新たに就学支援金の支給を受けようとする生徒は、学校設置者が別に定める期間

内に、高等学校等就学支援金事務処理システム e-Shien（以下、「e-Shien」という。）の

申請フォームに必要事項を入力し、学校設置者に対して受給資格認定申請データを提出

することにより、就学支援金の支給に係る認定申請をするものとする。 
 ただし、国籍が「日本国以外」の場合又はやむを得ず紙で申請する場合においては、

受給資格認定申請書（様式１）に必要書類を添付して、学校設置者へ提出するものとす

る。 
２ 学校設置者は、生徒から提出された受給資格認定申請データ等に基づき、受給資格認



 
定申請者一覧（様式２）を作成し、受給資格認定申請データ等を別に定める申請期間内

に、知事に提出するものとする。 
 
 （受給資格の確認申請） 
第５条 令和８年３月末時点で就学支援金の受給資格認定者であって、引き続き、同一の

高校等で就学支援金の支給を受けようとする生徒は、学校設置者が別に定める期間内に、

e-Shien の申請フォームに必要事項を入力し、学校設置者に対して受給資格確認データ

を提出することにより、就学支援金の受給資格の確認を申請するものとする。 
 ただし、国籍が「日本国以外」の場合又はやむを得ず紙で申請する場合においては、

受給資格認定申請書（様式１の２）に必要書類を添付して、学校設置者へ提出するもの

とする。 
 
 （受給資格の認定及び通知） 
第６条 知事は、第４条又は第５条の申請のあった生徒の就学支援金の受給資格を審査し、

受給資格の認定又は不認定を決定する。結果については、受給資格認定通知（様式５）

により学校設置者に通知するものとする。 
２ 学校設置者は、知事から受領した受給資格認定通知に基づき、受給資格認定通知（様

式６）及び支給決定（支給予定）通知書（様式４４）又は受給資格不認定通知（様式７）

を作成し、申請した生徒に通知するものとする。 
 
 （交付の申請） 
第７条 学校設置者は、交付申請書（様式３５）を別に定める申請期間内に、知事に提出

するものとする。 
 
 （交付の決定及び通知） 
第８条 知事は、就学支援金の交付を決定したときは、交付決定通知書（様式３６）によ

り、学校設置者に通知するものとする。 
 
 （変更交付の決定及び通知） 
第９条 知事は、学校設置者から提出された変更交付申請書（様式３７）に基づき、就学

支援金の支給額を変更するときは、変更交付決定通知書（様式３８）により、学校設置

者に通知するものとする。 
 
 （就学支援金の支給） 
第１０条 学校設置者は、知事から受領した交付決定通知書に基づき、支払請求書（様式

３９）を作成し、別に定める期間内に、知事に提出するものとする。 
２ 知事は、学校設置者から支払請求書を受領した後、概算払又は精算払により学校設置

者に就学支援金を支払うものとする。 
３ 学校設置者は、知事から就学支援金の支払いを受けた場合、速やかに受給権者の授業

料債権の弁済に充てるものとする。 



 
 
 （支給停止） 
第１１条 就学支援金の支給停止を希望する受給権者は、支給停止申出書（様式１６）を

学校設置者へ提出するものとする。 
２ 学校設置者は、受給権者から提出された支給停止申出書に基づき、支給停止申出デー

タ及び支給停止申出者一覧（様式１７）を作成し、支給停止申出書とともに、知事に提

出するものとする。 
３ 知事は、当該申出があった場合は、支給停止を決定し、学校設置者を通じて、申出し

た受給権者に支給停止通知（様式１９）を発出するものとする。 
 
 （支給再開） 
第１２条 就学支援金の支給再開を希望する受給権者は、支給再開申出書（様式２０）を

学校設置者へ提出するものとする。 
２ 学校設置者は、受給権者から提出された支給再開申出データ等に基づき、支給再開申

出者一覧（様式２１）を作成し、知事に提出するものとする。 
３ 知事は、支給再開を決定したときは、学校設置者を通じて、申出した受給権者に支給 

再開通知（様式２３）を発出するものとする。 
 
 （受給資格消滅の通知） 
第１３条 学校設置者は、受給権者の就学支援金の受給権が消滅した場合、受給資格消滅

データ及び受給資格消滅者一覧（様式８）を作成し、知事に提出するものとする。 
２ 知事は、当該届出に基づき、当該受給権者の就学支援金の受給資格の消滅を確定し、

受給資格消滅通知（様式１１）により、学校設置者に通知するものとする。 
３ 学校設置者は、知事から受領した受給資格消滅通知に基づき、受給資格消滅通知（様

式１２又は１３）により、当該生徒に通知するものとする。 
  
 （支給実績証明書の発行） 
第１４条 支給実績証明書の発行を希望する受給権者は、支給実績証明書発行申請書（様

式２４）を、学校設置者へ提出するものとする。 
２ 学校設置者は、受給権者から支給実績証明書発行申請書の提出があった場合、知事に

提出するものとする。 
３ 知事は、当該申請があった場合は、支給実績証明書（様式２５）を発行し、学校設置

者を通じて、申請した受給権者に通知するものとする。 
 
 （状況報告及び調査） 
第１５条 知事は、就学支援金の交付に関し必要があると認めるときは、学校設置者に対

し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に調査さ

せることができる。 
 
 



 
 （実績報告書の提出） 
第１６条 学校設置者は、就学支援金に係る事務が完了したときは、その日から３０日を

経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、実績報告書（様式 
 ４０）を知事に提出するものとする。 
 
 （額の確定） 
第１７条 知事は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、就学支援金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかについて、書面により又は実地

により調査し、適合すると認めたときは、就学支援金の額を確定し、確定通知書（様式

４１）により、学校設置者に通知するものとする。 
  
 （交付決定の取消） 
第１８条 知事は、就学支援金の交付を受けた学校設置者が、次に掲げる事由に該当する

と認める場合には、第８条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

変更することができる。 
（１）法令、本要綱、交付の決定の内容、これに付した条件又は法令若しくは本要綱に基

づく指示に違反した場合 
（２）就学支援金を他の用途に使用した場合 
（３）就学支援金に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為を行った場合 
（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、就学支援金の全部又は一部が必要でなく

なった場合 
 
 （就学支援金の返還） 
第１９条 知事は、第１７条の額の確定をした場合において、既にその額を超える就学支

援金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分に相当する金額の返還を求

めるものとする。 
２ 前条の規定により就学支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消した場合にお

いて、既に就学支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。 
 
 （加算金及び延滞金） 
第２０条 前条の規定により就学支援金の返還を命じたときは、就学支援金の受領日から

納付日までの日数に応じ、年１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ず

るものとする。ただし、加算金が１，０００円未満であるときはこれを支払うことを要

しない。 
２ 就学支援金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年１０．９５％の割合で計算した延滞金

を納付させるものとする。ただし、延滞金が１，０００円未満の場合及びやむを得ない

事情により延滞金が生じた場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 
３ 前項のやむを得ない事情により延滞金を免除するためには、学校設置者は、返還を延



 
させないためにとった措置及び当該就学支援金の返還を困難とする理由などを記載した

理由書を知事に提出しなければならない。 
 
 （書類の整備等） 
第２１条 就学支援金の交付を受けた学校設置者は、就学支援金に係る収入及び支出等を

明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管

しておかなければならない。 
２ 前項に規定する帳簿及び収支に関する証拠書類は就学支援金の支給の完了する日の属

する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 
 
（暴力団排除に関する誓約） 
第２２条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付

申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとす

る。 
 
  （その他） 
第２３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
 
   附  則 
  この要綱は、平成２２年４月１６日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、平成２４年４月２４日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
   附  則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 平成２６年３月分以前の月分の就学支援金の支給については、なお従前の例による。 
３ この要綱の施行の日前から引き続き私立高等学校等に在学する者に係るこの要綱の施 
 行の日以後の就学支援金の支給については、なお従前の例による。  
   附  則 
  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 
 



 
   附  則 
  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、令和５年２月２４日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 
   附  則 
  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
   附  則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 （経過措置）  
２ 就学支援金新制度の対象外となる生徒であって、この要綱の施行の日前から引き続き

私立高等学校等に在学する者に係るこの要綱の施行の日以後の就学支援金の支給につい

ては、なお従前の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
別紙  

暴力団排除に関する誓約事項 
 

 当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び

完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であ

り、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切

申し立てません。  

記 
 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成2

3 年埼玉県条例第39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき

又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力

団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 
（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委

託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当す

る第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法

人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められると

き。 
 

 


